
日向市公告第 ６４ 号 

 

日向市人事行政の運営等の状況の公表について 

 

 

日向市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、以下の事項を報告します。 

 

 

令和７年９月２５日 

 

日向市長 西 村  賢 

 

第１ 人事行政の運営の状況 

 

１．職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の任免状況・職員数 

令和６年４月１日職員数    592 名 

    令和６年度 採用者      25 名 

令和６年度 退職者       28 名 

    ※『日向市の給与・定員管理等について』として別添有 

（２）障がいがある職員の任免状況 

  障害者の雇用の促進等に関する法律第 40 条に基づき、毎年６月１日時点で障がいがある職員の任免に関

する状況を報告することとなっています。 

  この報告では、対象となる職員の範囲について、期間の定めなく任用されている職員のほか、任期を定め

て任用される非常勤職員等を含めます。また、週の所定勤務時間が 20時間以上 30時間未満の職員について

は、人数のカウント方法が１人をもって 0.5人とカウントされます。 

  上記の方法に基づいて、令和６年６月１日時点の障害者任免状況については以下のとおりです。 

   (ｱ)算定の基礎となる職員数                       790.5 人 

   (ｲ)障がいがある職員数                          22.0 人 

      (ｳ)実雇用率                               2.78％ 

        (ｴ)法定雇用率（2.8％）を達成するために採用しなければならない職員数    0 人 

 

 ２．職員の人事評価の状況 

 （１）人事評価の目的 

  「職員一人ひとりの能力を高め、組織力を強化することで、質の高い住民サービスを提供する」ことを目

的として、平成 28年度から人事評価制度を導入しています。 

   人事評価により、職員が自身の強みや弱みに気づき、自発的な能力開発に取り組むための機会を提供しま

す。 

（２）人事評価の評価期間 

   評価期間は、能力評価・業績評価ともに、４月１日から翌年３月３１日までです。 

（３）人事評価の実施方法 

   人事評価は、『能力評価』と『業績評価』の２種類を実施します。 



   職責によって求められる能力等が異なるため、職位ごとに能力評価の基準が異なります。 

評価の種類 評価の内容 

能力評価 
評価期間において、職員（被評価者）がその職務を遂行する過程で発揮した能

力・意欲等の行動状況を評価します。 

業績評価 
評価期間中に、職務・職責上で要請される目標や成果に関する達成について、

結果の状況や度合を評価します。 

（４）対象者 

   人事評価の対象者は、一般職すべての職員です。 

（５）評価結果の活用 

  評価結果は「昇給」や「勤勉手当」、「昇任、昇格」などの処遇反映に活用します。 

   また、適材適所の人員配置や個々に応じたキャリアパスの提案など、人事管理の基礎として人材育成に生

かしています。 

 

３．職員の給与の状況 

職員（市長、市議会議員等の特別職を除く。以下同じ。）の給与は、地方公務員法により、生計費、国や

他の地方公共団体の職員の給与、民間事業従事者の給与などを考慮して定めることとされており、人事院勧

告などを基に、県や他の地方公共団体との均衡も考慮して、市議会の審議を経て条例で定められています。 

※『日向市の給与・定員管理等について』として別添有 

 

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

職員の勤務時間その他の勤務条件は、国及び他の地方公共団体の職員の間に権衡を失しないように考慮し

て、条例等で定めています。 

一般的な職員の勤務時間は次のとおりです。 

１週間の 

勤務時間 

１ 日 の 

勤務時間 

勤務時間の割振り 

始 業 終 業 休憩時間 

38 時間 45 分 7 時間 45 分 8 時 30 分 17 時 15 分 12 時から 13 時 

 

 

５．職員の分限及び懲戒処分の状況 

分限処分とは、職員が十分に職責を果たすことができない場合に、公務能率を維持するために行う処分を

いい、また、懲戒処分とは、職員の義務違反に対して、公務における秩序を維持するために職員の責任を追

及する処分をいいます。 

 

（１）分限処分の状況（令和６年度） 

処分理由 地方公務員法 降任 免職 休職 降給 合計 失職 

勤務成績が良くない場

合 

第 28 条第 1 項第 1 号 0 0   0  

心身の故障の場合 第 28 条第 1 項第 2 号

及び第28条第2項第1

号 

0 0 29  29  

職に必要な適格性を欠

く場合 

第 28 条第 1 項第 3 号 0 0   0  



職制、定数の改廃、予算

の減少により廃職、過員

を生じた場合 

第 28 条第 1 項第 4 号 0 0   0  

刑事事件に関し起訴さ

れた場合 

第 28 条第 2 項第 2 号   0 0 0  

条例で定める事由によ

る場合 

第 27 条第 2 項   0 0 0  

地方公務員法第 28 条第 4 項により失職した者      0 

合  計 0 0 29 0 29 0 

・同一の者が複数回にわたって分限処分を受けた場合は、その数を重複して計上しています。 

・休職に付されている者の休職期間が更新された場合は、その都度計上しています。 

 

（２）懲戒処分の状況（令和６年度） 

処分理由 地方公務員法 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 第 29 条第 1 項第 1 号 0 0 1 0 1 

職務上の義務に違反した又は職

務を怠った場合 

第 29 条第 1 項第 2 号 0 0 0 0 0 

 

全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行のあった場合 

第 29 条第 1 項第 3 号 0 0 0 0 0 

合 計 0 0 1 0 1 

 

６．職員の服務の状況 

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて

これに専念しなければならないこととされており、法令及び職務命令に従う義務をはじめとして、信用失墜

行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務など、職務上の制約が課されています。 

これらの服務規律を保持するため、懲戒制度が設けられており、さらに制度の趣旨を徹底させるため、公

務員倫理に関する研修を実施するほか、適宜機会をとらえて必要な指導徹底の通知を行い、適切な処理を行

っています。 

なお、公益通報制度による内部通報の件数は０件でした。 

 

７．職員の研修の状況 

日向市人財育成基本方針に基づき職員研修を実施することにより、広い視野と豊かな見識を持ち、行政需

要を的確に捉え、積極的に対応できる職員が育成され、市民サービスの向上が図られるとともに、市民満足

度の高い行財政運営を目指しています。 

    ［主な研修として］ 

     ・ 外部講師を招聘しての研修（人事評価制度、コンプライアンス研修など） 

     ・ 人権・同和問題研修（講演会、人権講座など） 

・ 宮崎県市町村職員研修センター（階層別研修、能力開発研修、専門実務研修など） 

     ・ 研修施設等派遣（日本経営協会、市町村アカデミー、全国市町村国際文化研修所など） 

   ・ その他（メンタルヘルス研修など） 

 

 



８．職員の福祉及び利益の保護の状況 

   地方公務員法において、職員の公務能率を維持・促進することを目的に、福利厚生制度、共済制度及び公

務災害補償制度の実施が義務づけられています。 

また、労働安全衛生法において、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を

形成することが定められています。 

※『職員の福祉及び利益の保護の状況』として別添有 

 

 ９．職員の退職管理の状況 

本市を退職した職員の再就職に関し、その状況を公表することにより、再就職の透明性及び市民からの信

頼の確保を図るため、次のとおり令和６年度に退職した職員の再就職状況を公表します。 

区     分 人 数 

(1) 令和６年度退職者数 28 名 

(2)  (1) のうち管理職退職者の数 ８名 

(3)  (2) のうち再就職した者の数 ５名 

※管理職退職者の再就職先は別添のとおり。 

 

 

第２ 公平委員会の業務の状況 

 

１．勤務条件に関する措置の要求の状況 

この制度は、地方公務員法第 46 条の規定に基づき、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件に関し適

当な措置が執られるべきことの要求があった場合に、これを審査して判定を行い、その結果に基づいて必要

な措置の勧告を行うものです。 

令和６年度は、前年度からの係属案件、新たな措置要求ともにありませんでした。 

 

２．不利益処分に関する審査請求の状況 

この制度は、地方公務員法第 49 条の２の規定に基づき、職員から懲戒その他その意に反する不利益な処

分についての審査請求があった場合に、これを審査し、判定を行うとともに、必要に応じ適切な是正の指示

を行うものです。 

令和６年度は、前年度からの係属案件、新たな審査請求ともにありませんでした。 

 

 ３．職員からの苦情相談の状況 

   この制度は地方公務員法第８条第２項の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦

情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行うものです。 

   令和６年度は、苦情相談はありませんでした。 



日向市の給与・定員管理等について

１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

（３）ラスパイレス指数の状況

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）
 　　を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100と
 　　して計算した指数。　

　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

区　　分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

（令和６年１月１日） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 令和４年度の人件費率

令和５ 人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

年度 58,687 33,255,827 644,438 5,189,377 15.6% 15.5 

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）一人当たり （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

令和５ 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

年度 533 2,090,414 379,465 831,304 3,301,183 6,194 5,922

      ２　職員数については、令和5年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短
　　　　時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務
　　　　職員の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を
　　　　加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正したラ
　　　　スパイレス指数。（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づ
　　　　く地域手当支給割合）により算出。）

　　　４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の
　　　　４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いている。
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（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

［　実施　］

②地域手当の見直し

［　実施　］

（支給割合）国基準20％に対し、日向市においては16％（医師）を支給。

（支給時期）平成27年度より16%の支給を実施。

（参考）

③その他の見直し内容

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等
に取り組むとされている。

実施内容（　実施時期　平成27年４月１日、国の給料表の見直し内容を踏まえ、平均2.14％引下げ、若年層については据え
置き。高齢層については最大5.5％引下げ、激変緩和のため、令和３年３月31日まで経過措置（現給保障）を実施。　）

　○管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年４月１日実施）
　○国、県、他の地方公共団体との均衡などを踏まえ、給与の適正化を図るために給料の１％減額を令和４年６月まで
     実施。（平成30年４月１日実施）

平成26
年度の
支給割

合

平成27年度の
支給割合

平成28
年度の
支給割

合

平成29
年度の
支給割

合

平成30
年度の
支給割

合

令和元
年度の
支給割

合

令和２
年度の
支給割

合

令和３
年度の
支給割

合

令和４
年度の
支給割

合

令和５
年度の
支給割

合

令和６
年度の
支給割

合
４月１

日時点
遡及

改定後

国基準によ
る支給割合

18% 18% 18.5% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

本市の支給
割合

0% 0% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 （１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円

歳 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（令和３年～令和５年の３か年平均）。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に

　支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

平均給与月額

（国比較ベース）

日向市 41.5 316,941 378,425 341,274 

宮崎県 42.4 312,200 376,817 336,309 

国 42.1 323,823 ― 405,378 

類似団体 41.8 316,920 385,423 350,499 

公　　　　務　　　　員

平均給与月額 平均給与月額

（A） （国比較ベース）

日向市 51.3 46 344,270 367,687 356,792 

う ち 清 掃 職 員 48.2 10 338,150 369,130 348,500 

うち学校給食員 ― ― ― ― ―

うち学校技術員 56.6 18 353,494 379,542 361,938 

宮崎県 ― ― ― ― ―

国 51.2 1,829 288,144 ― 330,553 

類似団体 52.0 20 300,573 331,686 314,882 

民　　　間 参　　考

平均給与月額

（B）

日向市 ― ― 　　― ―

う ち 清 掃 職 員 廃棄物処理業 47.7 314,900 1.17 

うち学校給食員 ― ― 　　― ―

うち学校技術員 用務員 49.1 244,800 1.55 

宮崎県 ― ― 　　― ―

国 ― ― 　　― ―

類似団体 ― ― 　　― ―

参　　　考

年収ベース（試算値）の比較

日向市 ― ― ―

う ち 清 掃 職 員 5,236,866円 4,376,300円 1.2 

うち学校給食員 ― ― ―

うち学校技術員 4,862,728円 3,297,300円 1.5 

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

区　　分
平均年齢 職員数 平均給料月額

区　　分 対応する民間
の類似職種

平均年齢 A／B

区　　分
公務員

（C）
民間
（D）

C／D
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　　　　③税務職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　④看護・保健職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　⑤福祉職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　⑥消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　

平均給与月額

（国比較ベース）

日向市 35.3 265,979 346,471 279,986 

宮崎県 ― ― ― ―

国 41.4 353,051 ― 429,500 

類似団体 36.9 284,532 366,188 308,832 

平均給与月額

（国比較ベース）

日向市 41.7 305,212 350,291 322,724 

宮崎県 ― ― ― ―

国 48.1 325,124 ― 365,921 

類似団体 40.3 307,838 371,740 326,977 

平均給与月額

（国比較ベース）

日向市 37.3 285,659 317,186 301,941 

宮崎県 ― ― ― ―

国 44.1 337,496 ― 386,299 

類似団体 37.5 283,461 324,259 303,542 

平均給与月額

（国比較ベース）

日向市 39.8 308,438 370,035 333,913 

宮崎県 ― ― ― ―

国 ― ― ― ―

類似団体 38.4 305,380 379,618 340,639 

（注）１ 「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの
　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務　　　
　　　　手当等を除いたもの）で算出している。

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
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（２) 職員の初任給の状況（令和6年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円

円

円

円

円

円

（３) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和6年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）該当職員がいない階層は空欄としています。また、該当職員が３人以下の場合も個人情報保護の観点から
空欄としています。

区　　　　　分 日　向　市 宮　崎　県 国

一般行政職 大　学　卒 196,200 196,200 196,200 

高　校　卒 166,600 166,600 166,600 

技能労務職 大　学　卒 196,200 ― ―

高　校　卒 166,600 ― ―

看護・保健職 大　学　卒 196,200 ― ―

高　校　卒 166,600 ― ―

福祉職 大　学　卒 202,400 ― ―

高　校　卒 ― ― ―

消防職 大　学　卒 202,400 ― ―

高　校　卒 170,900 ― ―

区　　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職 大　学　卒 ― 360,480 384,700 396,760 

高　校　卒 ― ― ― 384,400 

消防職 大　学　卒 ― ― ― ―

高　校　卒 ― ― ― ―
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和6年4月1日現在）

（注）１　日向市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

52 15.2% 162,100 249,400 

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

22 6.4% 208,000 305,200 

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

79 23.1% 240,900 351,000 

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

58 17.0% 271,600 385,200 

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

82 24.0% 295,400 394,000 

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

39 11.4% 323,100 411,300 

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

10 2.9% 365,500 446,200 

１　　級 定型的な業務を行う主事及び技師の職務

２　　級
相当の知識及び経験を必要とする業務を
行う主事及び技師の職務

３　　級 主任主事及び主任技師の職務

４　　級
係長及び主査並びに高度な知識及び経
験を必要とする業務を行う主任主事及び
主任技師の職務

５　　級  課長補佐及び副主幹の職務

６　　級 課長の職務及び主幹の職務

７　　級 部長の職務

１級

15.2%
１級

14.0% １級

4.8%

２級

6.4%
２級

5.1% ２級

8.2%

３級

23.1%
３級

24.8%
３級

23.7%

４級

17.0%
４級

17.3%
４級

17.4%

５級

24.0%

５級

24.5% ５級

30.4%

６級

11.4%

６級

11.3%
６級

12.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

７級
3.1%

７級
3.2%

７級
3.0%
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（２) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和6年4月1日現在）

（３) 昇給への人事評価の活用状況（日向市）

　イ　人事評価を活用している

　活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が

ある区分
昇給可能な

区分
昇給実績が

ある区分

　　上位、標準、下位の区分

　　上位、標準の区分 ○ ○ ○ ○

　　標準、下位の区分

　　標準の区分のみ（一律）

　ロ　人事評価を活用していない

　活用予定時期

令和6年4月2日から令和7年4月1日
までにおける運用

管理職員 一般職員

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

国10級
　　　　　　　　

　　　　　　　

  　　　　　　　

日向市（R6）

国家公務員（R6）

市2級国2級

市3級

国5級

市6級

国3級

市4級

国6級

国4級

国1級 市1級

市7級国7級

国8級

国9級

昇　　給

（百円）

市5級
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４　職員の手当の状況

（１) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和５年度支給割合） （令和５年度支給割合） （令和５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職)（日向市）

（２) 退職手当（令和6年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人あたり平均支給額　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額である。

日　　　　　向　　　　　市 宮　　　　　崎　　　　　県 国

１人当たり平均支給額（令和５年度） １人当たり平均支給額（令和５年度） ―

1,531 1,564 

2.45 2.05 2.50 2.00 2.45 2.05 

1.375 0.975 1.40 0.95 1.375 0.975 

・役職加算 5～15％　・　管理職加算 なし ・役職加算 5～20％　・管理職加算 10～25％ ・役職加算 5～20％　・管理職加算 10～25％

　イ　人事評価を活用している ○ ○

　活用している成績率
支給可能な

成績率
支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○

　　上位、標準の成績率

　　標準、下位の成績率

　　標準の成績率のみ（一律）

　ロ　人事評価を活用していない

　活用予定時期

日　　　　　　向　　　　　　市 国

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875 

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075 

39.7575 47.709 39.7575 47.709 

47.709 47.709 47.709 47.709 

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（2％～20％） （2％～45％）

11,426 千円

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員
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 (３) 地域手当（令和6年4月1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

 (４) 特殊勤務手当（令和6年4月1日現在）

千円

　円

　％

支　給　実　績　（令和５年度決算） 2,582 　　千　円

　　　支給職員1人当たりの平均支給年額（令和５年度決算） 1,291,392 　　　　 円

支 給 対 象 地 域 支　給　率 支給対象職員数（令和5年度） 国の制度（支給率）

東京都特別区 20 0 20

2級地（医師） 16 2 16

　　　地域手当補正後のラスパイレス指数 99.3 

　　　　（ラスパイレス指数） 99.3 

支給実績（令和５年度決算） 4,545 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 51,648 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 16.5 

手当の種類（手当数）

手当の名称
主な支給
対象職員

主な支給対象業務
支給実績

(令和５年度決算）
左記職員に対する

支給単価

看護師長　1月につき4,000円

看護師　1月につき2,000円

放射線技師手当 放射線技師
放射線技師が放射線を照射する業務に直接従
事した場合

180千円 1月につき　15,000円

理学療法士手当 理学療法士 理学療法士が理学療法の業務に従事した場合 180千円 1月につき　15,000円

交替勤務看護師等が、深夜の全部を含む時間
に勤務に従事した場合

1勤務につき　6,800円

交替勤務看護師等が、深夜のうち4時間以上を
含む時間に勤務に従事した場合

1勤務につき　3,300円

交替勤務看護師等が、深夜のうち2時間以上4
時間未満を含む時間に勤務に従事した場合

1勤務につき　2,900円

交替勤務看護師等が、深夜のうち2時間未満を
含む時間に勤務に従事した場合

1勤務につき　2,000円

救急出動手当 消防職員
救急業務に出動し、患者を医療機関等へ搬送
し、又は現場において応急措置を実施した場
合

2,101千円 １回につき200円

夜間特殊
勤務手当

消防職員

交代勤務を正規の勤務時間としている者が、午
後10時から翌日の午前5時までの間に通信受
付勤務等の深夜勤務に従事した場合（上記時
間内において、通信受付勤務等２以上の勤務
に従事しても１勤務とみなす。）

2,444千円 １勤務につき650円

医師手当 医師 医師が手術、診察等の業務に従事した場合 24,672千円

1月につき給料月額の
院長　100分の180
副院長　100分の150
医師　100分の130

看護師手当 看護師 看護師が看護の業務に従事した場合 274千円

夜間看護等手当 看護師 ―　
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 (５) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（６） その他の手当（令和6年4月1日現在）

円

円

円

円

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 173,226 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 326 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 182,885 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 345 

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

との異同 異なる内容 （令和５年度決算） 平均支給年額

（令和５年度決算）

扶養手当

配偶者　月6,500円
子　月10,000円
その他の扶養親族　月6,500円
配偶者がいない場合（1人目）
　子10,000円、父母等6,500円
（16歳～22歳まで5,000円加算）

同 64,524 千円 259,133 

住居手当

月額家賃27,000円以下の場合、「家
賃－16,000円」
月額家賃27,000円を超え、61,000円
未満の場合、　「（家賃-27,000円）×
1/2+11,000円」
月額家賃61,000円以上の場合、
「28,000円」

同 39,032 千円 280,806 

通勤手当

交通用具利用者
　片道2ｋｍから60ｋｍ以上までの１３
区分を2,000円から31,600円まで
交通機関利用者
　運賃相当額（55,000円限度額）

同 23,169 千円 67,352 

管理職手当
部長　75,000円
課長　50,000円
主幹、支所長等　30,000円

異
国と支給区分及び支
給額が相違

36,144 千円 623,172 

手　当　名 内容及び支給単価
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５　特別職等の報酬等の状況（令和6年4月1日現在）

円

（ 円 ） 円

円 円

（ 円 ）

円 円

円 円

円 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）１．給料の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　 　２．退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

         勤めた場合における退職手当の見込額である。 

区 分 給 料 月 額 等

市 長 865,000 （参考）類似団体における最高／最低額

1,053,000 円／ 686,000 

副 市 長 692,000 870,000 円／ 623,500 

議 長 433,000 629,000 円／ 376,900 

副 議 長 379,000 575,000 円／ 309,700 

議 員 358,000 522,000 円／ 286,600 

市 長 　　（令和5年度支給割合）

副 市 長 3.40 

議 長 　　（令和5年度支給割合）

副 議 長 3.40 

議 員

市 長 給料月額×50/100×在職期間の月数 2,076 万円 任期毎

副 市 長 給料月額×35/100×在職期間の月数 1,163 万円 任期毎

備　　　　考

給

料

報

酬

期
末
手
当

退
職
手
当
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６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

職 員 数

令和５年 令和６年

議会 6 6 0 

総務 114 117 3 

税務 28 27 -1 

農林水産 33 33 0 

商工 24 26 2 

土木 55 56 1 

民生 86 88 2 

衛生 38 36 -2 

＜参考＞

384 389 5 66.28 

59.84

教育部門 56 56 0 

消防部門 91 88 -3 

＜参考＞

531 533 2 90.82 

77.94

診療所 18 16 -2 

水道 15 14 -1 

下水道 10 10 0 

その他 27 26 -1 

小　計 70 66 -4 

601 599 -2 

＜参考＞

［  613  ］ ［  623  ］ ［ 10 ］ 102.07 

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

計

小　計

会
計
部
門
等
公
営
企
業
　合　　計

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門
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（２）年齢別職員構成の状況（令和6年4月1日現在）

（３）職員数の推移

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　　　２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

11 36 60 52 45 69 43 53 83 64 67 16 599 

（　単位　：　人　・　％　）

過去5年間

の増減数（率）

一般行政 370 367 380 378 384 389 19 ［  5.1 % ］

教　育 60 60 58 60 56 56 -4 [ -6.7 % ]

消　防 84 83 86 91 91 88 4 ［  4.8 % ］

普通会計計 514 510 524 529 531 533 19 ［  3.7 % ］

公 営 企 業 等 会 計 計 77 73 71 71 70 66 -11 [-14.3%] 

総合計 591 583 595 600 601 599 8 ［  1.4 % ］

区　分 計

職員数

　　　　　　　　　年　　度

　部　門　別
令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

0

2

4

6

8

10

12

14

16
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0
歳
未
満

2
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～
2
3

2
4
～
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7
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8
～
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1

3
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～
3
5

3
6
～
3
9

4
0
～
4
3

4
4
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1

5
2
～
5
5

5
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5
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6
0
歳
以
上

構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況

　（１）　水道事業・簡易水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数については、令和6年3月31日現在の人数である。

      ３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間

　　　　勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。

イ　 特記事項 な　し

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和6年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和5年度支給割合） （令和5年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(　  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 令和4年度の総費用に

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

令和 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

5年度 1,053,687 396,494 96,764 9.2 8.6 

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）令和４年度平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

令和 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

5年度 17 62,620 10,014 24,130 96,764 5,692 5,976

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢
基本給

（給料+扶養手当+調整手当） 平均月収額

日 向 市 42.4 325,897 481,219 

団 体 平 均 51.6 335,096 502,816 

日　　　　　　向　　　　　　市 団　　体　　平　　均　　等

１人当たり平均支給額（令和5年度） １人当たり平均支給額（令和5年度）

1,419 1,505 

2.45 2.05 2.45 2.05 

1.375 0.975 1.375 0.975 
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イ　退職手当（令和6年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

ウ　地域手当 ※対象者なし

エ　特殊勤務手当 ※制度なし

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） １　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　 ２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和5年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、

　　　　教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（令和6年4月1日現在）  

円

円

円

円

日　　　　　　向　　　　　　市 国

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875 

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075 

39.7575 47.709 39.7575 47.709 

47.709 47.709 47.709 47.709 

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（2％～20％） （2％～45％）

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 3,164 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 186 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 955 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 60 

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

との異同 異なる内容 （令和5年度決算） 平均支給年額

（令和5年度決算）

扶養手当

配偶者　月6,500円
子　月10,000円
その他の扶養親族　月6,500円
配偶者がいない場合（1人目）
　子10,000円、父母等6,500円
（16歳～22歳まで5,000円加算）

同 3,464 千円 314,909 

住居手当

貸家　最高28,000円
(月額家賃12,000円を超えるものに限
る)
　家賃27,000円以下「家賃－16,000
円」
　家賃27,000円以上
　「（家賃-27,000円）×1/2+11,000
円」

同 1,394 千円 348,375 

通勤手当

交通用具利用者
　片道2ｋｍから60ｋｍ以上までの１３
区分を2,000円から31,600円まで
交通機関利用者
　運賃相当額（55,000円限度額）

同 1,067 千円 76,200 

管理職手当 部長　75,000円 異
国と支給区分及び支給
額が相違

900 千円 900,000 

手　当　名 内容及び支給単価
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　（２）　下水道事業・農業集落排水事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数については、令和6年3月31日現在の人数である。

      ３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間

　　　　勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。

イ　 特記事項 な　し

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和6年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和5年度支給割合） （令和5年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(　  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 令和４年度の総費用に

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

令和 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

5年度 1,291,111 292,915 54,732 4.2 3.9 

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）令和４年度平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

令和 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

5年度 11 41,016 2,376 16,786 60,178 5,471 5,133

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢
基本給

（給料+扶養手当+調
整手当）

平均月収額

日 向 市 41.5 305,355 434,389 

団 体 平 均 47.9 331,372 495,629 

日　　　　　　向　　　　　　市 団　　体　　平　　均　　等

１人当たり平均支給額（令和5年度） １人当たり平均支給額（令和5年度）

1,526 1,488 

2.45 2.05 2.45 2.05 

1.375 0.975 1.375 0.975 
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イ　退職手当（令和6年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

ウ　地域手当 ※対象者なし

エ　特殊勤務手当 ※制度なし

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） １　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　 ２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和5年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、

　　　　教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（令和6年4月1日現在）  

円

円

円

円

日　　　　　　向　　　　　　市 国

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875 

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075 

39.7575 47.709 39.7575 47.709 

47.709 47.709 47.709 47.709 

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（2％～20％） （2％～45％）

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 1,001 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 91 

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 1,250 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 114 

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

との異同 異なる内容 （令和５年度決算） 平均支給年額

（令和５年度決算）

扶養手当

配偶者　月6,500円
子　月10,000円
その他の扶養親族　月6,500円
配偶者がいない場合（1人目）
　子10,000円、父母等6,500円
（16歳～22歳まで5,000円加算）

同 1,116 千円 186,000 

住居手当

貸家　最高28,000円
(月額家賃12,000円を超えるものに限
る)
　家賃27,000円以下「家賃－16,000
円」
　家賃27,000円以上
　「（家賃-27,000円）×1/2+11,000
円」

同 390 千円 195,000 

通勤手当

交通用具利用者
　片道2ｋｍから60ｋｍ以上までの１３
区分を2,000円から31,600円まで
交通機関利用者
　運賃相当額（55,000円限度額）

同 319 千円 45,571 

管理職手当 課長　50,000円 異
国と支給区分及び支給
額が相違

600 千円 600,000 

手　当　名 内容及び支給単価
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《職員の福祉及び利益の保護の状況》

地方公務員法には、職員の生活や身分を安定させることにより公務能率の維持・増進

に寄与することを目的として、職員の福祉及び利益の保護を適切かつ公正に行うため、

厚生福利制度、公務災害補償制度、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に関

する審査請求制度が定められています。

また、労働安全衛生法において、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、

快適な職場環境を形成することが定められています。

日向市における職員の福祉及び利益の保護の状況については、次のとおりです。

（１）職員の安全衛生管理

①安全衛生管理体制

労働安全衛生法に基づき、総括安全衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者、産業医

等の選任及び安全衛生委員会の設置を行い、安全衛生の円滑な推進に努めています。

②健康診断等の実施

労働安全衛生法に基づき、職員の健康を保持するため、全職員対象の定期健康診断

及び特殊業務に従事する職員の特別健康診断を実施しています。

（２）厚生制度

地方公務員法第 42 条に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を計

画し、職員のための任意の互助組織である「日向市職員互助会」が福利厚生事業を実

施しています。

この福利厚生事業は、市からの交付金と会員（職員）の負担する互助会費により実

施しており、令和６年度決算及び令和７年度予算の状況は、以下のとおりとなります。

会費のみで実施している事業には、冠婚葬祭等に係る給付、相互親睦事業等があり

ます。

◆令和６年度日向市職員互助会福利厚生事業決算（令和７年３月 31 日現在の会員数 617 名）

【歳入】 （単位：円）

項 目
予 算 額

収入済額

予算現額と

収入済額と

の差額

備 考
当初予算額 補正額 計

1.交付金
1.運 営

交付金
4,200,000 0 4,200,000 4,200,000 0

市からの

交付金

2.繰入金
1.会費等

繰入金
2,150,000 0 2,150,000 1,366,621 ▲ 783,379

互助会費

より繰入れ

3.繰越金
1.前年度

繰越金
0 0 0 0 0

4.雑 入

1.預 金

利 子
1,000 0 1,000 713 ▲287

2.雑 入 1,000 0 1,000 350 ▲650 出資配当金

合 計 6,352,000 0 6,352,000 5,567,684 ▲ 784,316
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【歳出】 （単位：円）

収入済合計額 支出済合計額 次年度繰越額

5,567,684 円 － 5,567,684 円 ＝ 0円

◆令和７年度日向市職員互助会福利厚生事業予算（令和７年４月１日現在の会員数 619 名）

【歳入】 （単位：円）

市からの交付金の職員（会員）1人あたりの予算額は、約 6,785 円となります。

【歳出】 （単位：円）

市からの交付金の使途は、会員の人間ドック助成のみとしています。

（３）共済制度

職員の共済制度は、地方公務員法第 43 条に基づいて定められた地方公務員等共済組

合法によって具体的に定められています。

宮崎県では「宮崎県市町村職員共済組合」が実施主体となって、県内市町村職員の

共済制度を運用しており、大きく分けて３つの事業を行っています。

①職員（組合員本人）とその家族（被扶養者）の病気・ケガ・出産・死亡等に対して

必要な給付を行う「短期給付事業」、②職員の退職・障害・死亡に対して年金又は一時

項 目
予 算 額

支出済額

予算現額と

支出済額と

の差額

備 考
当初予算額 補正額 計

1.給付金

1.人 間

ドック

助 成

6,300,000 0 6,300,000 5,543,000 757,000 310 名

2.事務費 1.事務費 52,000 0 52,000 24,684 27,316 振込手数料

合 計 6,352,000 0 6,352,000 5,567,684 784,316

項 目
本年度

予算額

前年度

予算額
比 較 備 考

1.交付金 1.運営交付金 4,200,000 4,200,000 0 市交付金

2.繰入金 1.会費繰入金 2,150,000 2,150,000 0 互助会費より繰入れ

3.繰越金 1.前年度繰越金 0 0 0

4.雑 入
1.預 金 利 子 1,000 1,000 0

2.雑 入 1,000 1,000 0

合 計 6,352,000 6,352,000 0

項 目
本年度

予算額

前年度

予算額
比 較 備 考

1.交付金 1.人間ドック助成 6,300,000 6,300,000 0

2.事務費 1.事 務 費 52,000 52,000 0 振込手数料

合 計 6,352,000 6,352,000 0
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金の給付を行う「長期給付事業」、③健康の保持増進事業や住宅建築資金等の貸付けな

どを行う「福祉事業」です。

共済組合の事業運営費用は、組合員（職員）の掛金と、使用者（市町村）の負担金

によって賄われており、職員と市町村の負担比率はおおむね１対１になっています。

なお、令和７年４月１日現在の日向市の負担率は、下表のとおりです。

（４）公務災害補償制度

公務災害補償制度は、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害及び死亡）又は通勤に

よる災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填（補償）と、被災職員の

社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業（福祉事業）を行うこと

を目的としています。

具体的には、地方公務員法第 45 条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によっ

て定められています。

月額及び期末手当等に対する率

短 期 給 付 52.5 ／1000

介 護 保 険 7.96 ／1000

長 期 給 付 140.5939 ／1000

福 祉 事 業 2.15 ／1000



令和６年度に退職した管理職退職者の再就職先は次のとおりです。

氏　　名
役職定年または
退職時の役職名

退職年月日 再就職先の名称 再就職先の役職 再就職日

黒木　升男 総務部長 令和6年8月12日 日向市 副市長 令和6年8月13日

佐藤　眞理 市民環境部長 令和7年3月31日 日向市 再任用職員 令和7年4月1日

藤本　一三 福祉部長 令和7年3月31日 日向市 再任用職員 令和7年4月1日

小林　英明 教育部長 令和7年3月31日 日向市 再任用職員 令和7年4月1日

木田　和美 総務部 防災推進課長 令和7年3月31日 自営業（農業） 令和7年4月1日

再　就　職　先　一　覧


